
広報常総 2025年１月号10 常総市役所　㊌…本庁舎、議会棟　 …石下庁舎

　　　　　　　 　　　　　　　 市・県民税申告書作成システムについて

事前予約制

●●申告相談の日程および会場のご案内

　令和７年１月１日現在、市内に居住している方は、原則として申告が必要です。また、

国民健康保険税などの算定資料としても大変重要なものです。下記をご確認のうえ、期限

（３月17日）までに申告をお願いします。

　申告の相談・受付は事前予約制です。インターネットまたはコールセンターで予約後、指定の日時

にお越しください。当日の進捗状況によってはお待ちいただく場合もありますのでご了承ください。

　なお、予約をせずお越しいただいても申告を受け付けすることができませんのでご注意ください。

〇予約受付期間　１月28日（火）～３月14日（金）

インターネット予約（24時間対応） 電　話　予　約

市ホームページから予約
予約コールセンター

　☎ 0297-44-6987（予約専用ダイヤル）

９時～17時（土日・祝日は除く）

コールセンターへの電話は大変混み合いますので、イン

ターネットからの予約にご協力をお願いします。

※申告希望日の１日前（土日・祝日除く）の17時で予約を締め切ります。

※インターネットからの予約は１月28日９時より24時間受付可能です。

※課税課へご連絡または直接ご来庁いただいても予約の受け付けは行っていません。

予約専用サイト

市ホームページ

事　前　予　約　に　つ　い　て

市・県民税申告、確定申告のお知らせ

常総市  申告予約
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　ご自宅で市・県民税申告書を作成できるシ

ステムを市役所ホームページからご利用いた

だけます。作成いただいた申告書を郵送また

は課税課窓口へご提出ください。

令和７年度（令和６年分）

▷ ◁
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申告が必要な方

申告が必要ない方 各種お問い合わせ先

市の申告会場で受けられない申告

〇 収入が給与所得のみで年末調整をしており、勤務先

から常総市へ給与支払報告書の提出がある方

〇 収入が公的年金のみで年金の源泉徴収票の記載内容

に変更がなく、他に追加する控除がない方

〇税務署に確定申告を提出する方

　下館税務署　
　〒308-8608　筑西市丙116番地16（筑西しもだて合同庁舎）

　☎0296-24-2121

　常総市役所　
　㊌課税課市民税係（内線1611）

申告の際に必要なもの
※次のものに不備がある場合は、申告が受けられないことがあります。

□マイナンバーカード　

・  お持ちでない方はマイナンバーが確認できる書類およ

び運転免許証などの本人確認書類。

□利用者識別番号

・ お持ちでない方は当日発行します。

□確定申告のお知らせ

・ 税務署からお知らせが届いている方のみ。

□給与・公的年金等の源泉徴収票

・  支払元が複数ある場合はすべてお持ちください。扶

養・配偶者控除などを受ける場合は、その方の源泉

徴収票もお持ちください。

□収支内訳書

・  営業、農業、不動産所得のある方は、収入と経費を

まとめた「収支内訳書」を作成し、領収書と併せて

ご提示ください。

□その他収入が分かる書類

・ 外交員報酬、生命保険満期返戻金や個人年金などの

支払通知書など。

□社会保険料支払証明書 

・任意継続保険料、国民年金等の領収書など。

□寄付金の受領証明書

・ ワンストップ特例の申請をしている方も申告する場

合は必要です。

□生命保険料・地震保険料などの控除証明書 

・ご加入の保険会社から送付されます。

□医療費控除関係書類   

・医療費控除の明細書を作成してお持ちください。

□障害者手帳・障害者控除対象者認定書

・障害者控除の適用を受ける方のみ。

□金融機関の口座番号が分かるもの

・申告者本人のもの。

・ネット銀行などは使用でき

　ない場合があります。

〇 事業所得（営業、農業）、不動産所得、雑所得、譲渡

所得などがある方

〇 給与所得者で、その支払金額について勤務先から常

総市へ給与支払報告書の提出がない方（勤務先の給与

担当者に確認してください）

〇 公的年金等に係る所得のみで、社会保険料控除、扶

養控除、障害者控除、生命保険料控除、医療費控除

等を追加する方

〇 給与所得者で給与以外の所得があった方や、２か所

以上から給与を受けている方

〇給与所得者で年末調整を受けていない方

〇 医療費控除など年末調整で適用できない控除を受け

る方

〇 収入が無かった方（収入０という申告が必要です。障

害年金、遺族年金のみの収入の方も含みます）

〇 令和７年１月１日現在当市に住民登録がない方の申告

〇 分離所得の申告（土地・建物・株式などの譲渡所得、

上場株式などの配当所得、先物取引に係る雑所得な

ど）

〇１年目の住宅借入金等特別控除の申告

〇青色申告

〇雑損控除、損失の繰越しを含む申告

〇総合課税の譲渡所得を含む申告

〇令和５年分以前の確定申告

〇令和６年中に亡くなった方の申告

〇消費税、贈与税など所得税以外の申告

〇暗号資産に係る所得の申告

※上記の申告は、下館税務署で

　お願いします。

▷ ◁




